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                      柏行審第 ４５号   

                   令和５年１０ 月３０日   

 

 柏市長   太  田  和  美   様  

 

                柏市行政不服及び情報公開  

・個人情報保護審議会  

                 会長   神  谷  敦  宏    

 

 

   審査請求に対する答申について  

 

 令和５年２月２０日付け柏都都第５４４ 号で諮問のあった事案に

ついて，下記のとおり答申します。  

記  

１  当審議会の結論  

柏市長（以下「実 施機関」という。）が開示請求者 に対して行っ

た令和４年１０月２１ 日付けの公文書部分開示決定（以下「 本件

処分」という。）は ，妥当である。  

２  審査請求に至る 経過  

 (1) 開示請求者 は，実施機関に対し，令和４年９月５ 日，柏市情

報公開条例（平成１２年柏市条例第４号。以下「条例」という。）

第５条の規定によ り， 柏駅西口北地 区再開発事業（以 下「本件

再開発事業」とい う。）に関する 次 の公文書の開示を 請求した。 

  ア  平成２８年度柏駅西口北地区事業化推進委託報告書（平成

２９年３月，柏市）  

  イ  令和４年度柏駅西口北地区第一種市街地再開発事業，いわ

ゆる６月概算要望，予算要望調書  

  ウ  令和３年度柏駅西口北地区第一種市街地再開発事業，いわ

ゆる１２月本要望，予算要望調書  

 (2) 実施機関は，開示請求に係る公文書として，次の公文書を特

定した。  

   平成２８年度  柏市西口北地区事業化推進委託報告書 （以下



 2 

「本件公文書」とい う。）  

   （１）イ及びウについては，文書不存在であることを実施機

関から開示請求者 へ伝えたところ， 令和４年９月６日 に請求が

取り下げられた。  

 (3) 実施機関は， 本件公文書に条例第７条に該当する不開示情報

が記録されている と判断し，開示請 求者に対し，条例 第１０条

第１項の規定によ り， 令和４年１０ 月２１日付け柏都 中第３４

２号文書で本件処分の通知をした。  

 (4) 開示請求者は，本件処分を不服として，行政不服審査法（平

成２６年法律第６ ８号）第２条の規 定により， 令和５ 年１ 月２

０日付けで実施機関 に対し，審査請求をした。  

３  審査請求の趣旨及び理由  

 (1) 審査請求の趣旨  

   本件処分を変更し，本件公文書の「Ⅰ－７２頁（１－１（ ３）

概略資金計画案中），②資金計画バランスシート 」の全部を開示

するとの処分を求める 。以下，「②資金計画バランスシート」の

うち本件処分により不開示とされた ，支出の部の価額欄の数字 ，

収入 の部 の 価額 欄 の数 字 ， 割 合欄 の 数字 を「 本 件不 開 示情 報 」

という。  

 (2) 審査請求の理由  

   開示請求者である 審査請求人（以下「審査請求人」という。）

が審査請求書，反論書等で主張する要旨は，次のとおりである。  

  ア  平成２８年度に試算した「当該再開発事業（当時の計画規

模）の概算，想定 収入額の概算」を 不開示にしたことは，条例

第７条に照らして違法と考える。  

    本件不開示 情報は７年も前に柏市が試算したものであり，

こ れ を 今 な お不 開 示 と す る こ とは 考 え ら れ な い こと で ， 条 例

第 １ 条 に 掲 げら れ た 目 的 ， 情 報公 開 条 例 の 精 神 とは 真 逆 の 姿

勢と言わざるを得ない。  

  イ  市民にとっての重要情報をあえて不開示とするには理由を

具 体 的 に 述 べる べ き と こ ろ ， 理由 が 具 体 的 に 述 べら れ て い な

い。  

    本件再開発 事業は，柏市がこの事業を「公共の福祉」実現
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の 優 先 度 の 高い 事 業 と 認 定 し ，① １ ５ ０ メ ー ト ル級 の タ ワ ー

マ ン シ ョ ン 数棟 の 建 設 な ど も 可能 に す る 都 市 計 画の 特 別 な 容

積 率 緩 和 を 求め ， ② 国 費 等 と 合わ せ て ４ ２ ６ 億 円の 補 助 金 ・

負 担 金 な ど 税金 を 投 入 す る こ とで 支 え ， ③ 事 業 者に 対 し 他 人

の 財 産 権 ， 営業 権 を 大 き く 変 える 行 政 上 の 権 限 行使 を す る こ

とを認可するものである。  

    このように全市民に影響を与え，また市民に支えることを

求 め る 本 件 再開 発 事 業 の 情 報 は， 計 画 段 階 で 市 議会 ， 市 民 を

は じ め とし た 柏 市 全 体 で しっ か り 検 討 さ れ るべ き も の で あ る 。 

  ウ  平成２８ 年度時点で本件再開発事業にどれほどの補助金，

負 担 金 を 試 算し て い た の か ， 明ら か に す る の か 否か を 明 確 に

説明いただきたい 。  

    本件公文書 の作成からおよそ７年経つが，①柏市が千葉県

や 国 土 交 通 省と 何 を 対 象 に い つ協 議 を し た か ， ②今 日 の 時 点

で な お ， 公 にす る と ， 意 見 交 換・ 意 思 決 定 の 中 立性 が ど の よ

う に 不 当 に 損な わ れ る お そ れ があ る か ， ③ 今 日 の時 点 で ， 市

民 の 間 に 混 乱が ど の よ う に 不 当に 生 じ る の か ， 具体 的 に 説 明

するべきことである。  

    「情報公開の手引き」１８ページにおいて 不開示情報該当

性 は 時 の 経 過で 変 化 す る と 述 べら れ て お り ， 令 和２ 年 ９ 月 １

５ 日 の 柏 市 議会 に お け る 都 市 部長 答 弁 で は ， 本 件再 開 発 事 業

に つ い て ， 事業 規 模 ， 補 助 金 ，負 担 金 な ど 概 算 数字 が 挙 げ ら

れていた。  

  エ  令和２年９月時点で 柏駅西口北地区再開発準備組合（以下

「準備組合 」という。）による試算が公開されていることから，

そ れ よ り 過 去の 情 報 で あ る 対 象の 数 字 が 約 束 さ れた も の で あ

ると誤解される余地がないことは明らかである。  

  オ  事業の規模感を開示することで生じる支障が具体的に説明

さ れ て い な い。 本 件 不 開 示 情 報は 住 民 自 治 の 観 点か ら 市 民 の

中で議論されるべきものである。  

    市民に事業費概算，補助金を示したところで，市民が対象

の 数 字 が 約 束さ れ た も の で あ ると 受 け 取 る 余 地 はな い 。 む し

ろ 情 報 を 示 すこ と で 市 民 の 関 心と 議 論 を 高 め る こと こ そ 地 方
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自治の本旨に適うものである。  

  カ  「市民に混乱をもたらす」という言い方をして情報を示さ

ず ， 市 執 行 部だ け で 計 画 決 定 をす る こ と は 憲 法 でい う 主 権 在

民 に も と る 考え で あ る 。 住 民 自治 の 原 則 を 体 現 し， 重 要 情 報

に つ い て は きち ん と 市 民 と 議 会の 判 断 を 仰 ぎ な がら 進 め る べ

き。  

  キ  弁明書の実務的な不備は訂正してください 。  

   (ｱ) 公開請求した図書名が異なっている（文書の特定作業中

に訂正した部分が反映されていない 。）。  

   (ｲ) ２点の図書の請求を取り下げていると書かれているが，

そのような書面を提出した事実はない。  

   (ｳ) 弁明書７頁の表１１行目不開示理由（補助金に関するこ

と）に「同条第５号の規定に該当し，不開示」とあるが，審

査 請 求 人 に 送 付 さ れ た 「 部 分 開 示 決 定 通 知 」 で は 同 理 由 に

ついて「同号アに該当し，」とされている。口頭ではミスと

説 明 を 受 け て い る が ， 審 査 請 求 で は 正 式 に 書 面 に て 通 知 す

る べ き こ と で ， ま た 諮 問 に 当 た っ て も 訂 正 箇 所 を 明 示 す る

べきである 。  

４  実施機関の主張の要旨  

実施機関が弁明書 等で主張している要旨は，次のとおりである 。 

審査請求人が開示を求めている事業費の概算や想定収入額の概

算に関する情報は， 柏市の機関における検討及び協議に関する情

報である。  

本件不開示情報 は本件再開発事業の成立性を検証するために作

成したものであり， バランスシートは本件再開発事業の規模感等

を把握する材料のひとつである。不開示箇所には，今後変更が見

込まれる確定前の概算額が記載されていることから，公にするこ

とにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれるおそれがある ほか，不当に市民の間に混乱を生じさせ

るおそれがある ため，条例第７条第５号に該当し，不開示とした 。  

 (1) 補助金に関することについて  

   本件再開発事業に対して柏市が支出を検討している補助金に

関す る情 報 につ い ては ，支 出 の有 無 も含 めて 柏 市が 決 定す る に
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当た り， 確 定前 の 情報 が一 人 歩き す るこ とで ， 補助 金 の支 出 が

確定 した も のと 準 備組 合及 び 市民 等 に 受 け取 ら れる こ とや 当 該

情報 を基 と した 外 部か らの 不 当な 圧 力や 干渉 等 の影 響 を受 け る

こと によ り ， 柏 市 の機 関に お ける 意 思決 定の 中 立性 が 不当 に 損

なわれるおそれがある。  

   なお，本件 不開示情報については準備組合に対しても開示し

てい ない 数 値で あ る。 当該 数 値を 今 後変 更が 見 込ま れ るこ と を

前提 とし て 開示 し たと して も ，当 該 数値 が約 束 され た もの で あ

るとして準備組合及び市民等に受け取られる可能性がある。  

 (2) 事業費，収支見込み額及び資産額について  

   本件再開発事業の費用に関して， 柏市が独自に試算 した，今

後変 更が 見 込ま れ る概 算額 で ある 。 確定 前の 情 報を 基 に外 部 に

おい て意 見 が出 さ れ， 検討 等 が行 わ れる こと で ，準 備 組合 の 事

業計 画の 策 定等 に 支障 が生 じ るほ か ，市 民の 間 に混 乱 を生 じ さ

せるおそれがある。  

 (3) 本件公文書 の作成から数年が経過しているが本件 再開発事業

は都 市計 画 決定 に 至っ てお ら ず， 準 備組 合は 現 在も な お調 整 を

進め てい る 状況 で ある 。そ の ため ， 開示 が可 能 にな る のは 都 市

計画決定後である。  

 (4) 弁明書の実務的な不備について  

  ア  開示請求書に記載された文書名については， 審査請求人と

確認を行った結果，表記の訂正を行う必要はないと判断した。

よ っ て ， 部 分開 示 決 定 通 知 書 や弁 明 書 に お い て は開 示 請 求 書

における記載と統一している。  

  イ  開示請求の取下げは書面によるものに限らず，口頭で行う

こ と も で き る。 対 象 文 書 の 不 存在 を 伝 え た 際 に 取下 げ と し た

取 扱 い で あ った が ， 審 査 請 求 人へ の 十 分 な 説 明 がな か っ た 可

能性がある。  

  ウ  表記に誤りのあった資料は部分開示決定を行った際の補足

資 料 で あ り ，ま た 表 記 を 訂 正 した も の は 令 和 ５ 年２ 月 １ ４ 日

に審査請求人 へ提供済である。  

５  当審議会の判断  

 (1) 本件不開示情報 について  
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ア  本件不開示情報 の概要  

  本件公文書 は，平成２８年度に実施された柏駅西口北地区

市 街 地 再 開 発の 事 業 化 を 図 る ため の 調 査 委 託 を 受け た 受 託 者

協力を得て 柏市が作成した報告書である。  

  本件不開示情報 は，本件公文書の中でも本件 再開発事業の

成 立 性 を 検 証す る た め に 作 成 され た も の で あ る 。 本 件 公 文 書

中「（３）概略資 金計画案―５）概略資金計画案の検討」部分

に位置しており，「②資金計画バランスシート 」には，支出の

部 と して 「 調 査 設 計 計 画費 」，「 用 地 お よ び補 償 費 」，「 土 地 整

備費」，「公共施設整備 費」，「施設建築物工事費」，「事務費等」，

「 工 期 中 金 利等 」 の 額 及 び そ れぞ れ が 事 業 費 合 計 に 占 め る 割

合並びに「権利変換対象資産額」，収入の部として「公共施設

管理者負担金」，「市街地再開発事業補助金」，「保留床処分 金」

の 額 及 び そ れぞ れ が 事 業 費 合 計に 占 め る 割 合 並 びに 「 権 利 床

価額」，そして 支出及び収入それぞれの総経費が記載されてい

る。  

イ  実施機関による処分  

  実施機関は，本件不開示情報に記載されている情報のうち，

事 業 費 の 概 算や 想 定 収 入 額 の 概算 に 関 す る 情 報 は， 柏 市 の 機

関 等 に お け る検 討 及 び 協 議 に 関す る 情 報 で あ り ，公 に す る こ

と に よ り ， 率直 な 意 見 の 交 換 若し く は 意 思 決 定 の中 立 性 が 不

当 に 損 な わ れる お そ れ が あ る ほか ， 不 当 に 市 民 の間 に 混 乱 を

生 じ さ せ る おそ れ が あ る た め ，条 例 第 ７ 条 第 ５ 号に 該 当 す る

として，不開示とした。  

  そこで，実施機関の判断の妥当性について検討する。  

 (2) 条例第７条第５号 の該当性について  

 ア  条例の趣旨  

   条例第７条第５号は，本市の機関並びに国の 機関，独立行

政法人等，他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又

は相互間における審議，検討又は協議に関す る情報であって，

公にすることにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれ，不当に市民の間に混乱を

生 じ さ せ る お そ れ 又 は 特 定 の 者 に 不 当 に 利 益 を 与 え 若 し く
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は不利益を及ぼすおそれがあるものについては，不開示とす

る旨を定めている。  

   これらの「不当に」とは，審議，検討又は協議に関する情

報の性質に照らし，検討段階の情報を公にすることの利益と

不開示にすることによる利益を比較衡量し，公にすることの

公益性を考慮してもなお，適正な意思決定の確保等への支障

が看過し得ない程度のものである場合をいう。  

 イ  該当性の検討  

  (ｱ) 本件不開示情報 は，本件再開発事業に対して柏市が支出

を検討している補助金に関する情報，事業費，収支見込み

及び資産額 といった情報であるところ，いずれも実施機関

が 本 件 再 開 発 事 業 の 成 立 性 を 検 証 す る た め に 試 算 し た も

のであり，市の機関内部における検討及び協議に関する情

報である。  

  (ｲ) 本件不開示情報のうち ,補助金に関する情報については，

数 値 を 確 定 前 の 情 報 で あ る こ と を 前 提 と し て 開 示 し た と

しても，「柏市が独自に算出した具体的な額 」という情報が

一 人 歩 き し て 準 備 組 合 及 び 市 民 に 受 け 取 ら れ る 可 能 性 が

あり，本件不開示情報に記載された数値を基とした外部か

らの圧力や干渉等の影響を受けることにより，柏市が補助

金の支出の有無も含めて決定するに当たり，市の機関によ

る意思決定の中立性が損なわれるおそれがある。  

  (ｳ) 本件不開示情報のうち ,事業費，収支見込み及び資産額

は，本件再開発事業の費用に関し て市が試算した，今後変

更が見込まれる概算額である。本件不開示情報に記載され

た 数 値 を 今 後 変 更 が 見 込 ま れ る こ と を 前 提 と し て 開 示 し

たとしても，「柏市が独自に算出した具体的な額 」という情

報が一人歩きして，確定前の情報を基とした外部からの圧

力や干渉等の影響を受けることにより，市の機関による意

思決定の中立性が損なわれるおそれがある。また，確定前

の情報を基に 外部において意見が出され，検討等が行われ

ることで，準備組合の事業計画の策定等に支障が生じるほ

か，市民の間に混乱を生じさせるおそれがある。  
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  (ｴ) 本件不開示情報の 性質に照らし ,意思決定の中立性等が

「 不 当 に 」 損 な わ れ る も の で あ る と い え る か に つ い て ,開

示 す る こ と に よ る 利 益 と 不 開 示 に す る こ と に よ る 利 益 を

比較衡量して ，以下検討する。  

確か に，仮に本件不開示情報が開示された場合には，審

査請求 人の 主張 す るとお り ,現時 点 におい て市 民参 加 の上

で 本 件 再 開 発 事 業 を 柏 市 全 体 で 検 討 す る こ と に 資 す る 面

はある。  

もっとも，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）上 ,

都市計 画決 定ま で のプロ セス とし て ,公聴会の 開催 （ 都市

計画法 第１ ６条 第 １項） ,都 市計 画 案の公 衆の 縦覧 及 び住

民によ る意 見書 の 提出（ 都市 計 画 法 第１７ 条） ,都 市 計画

審議会の議決（都市計画法 第１９条）といった市民参加の

機会が予定されている。審査請求人の主張する本件不開示

情 報 の 開 示 を 受 け た 上 で 市 民 参 加 に よ り 柏 市 全 体 で 再 開

発事業 の検 討を 進 めると いう 内容 は ,都市計画 法の 明 文に

規定の ない 形態 で あり ,漠然 とし て おり抽 象的 であ る 。未

確 定 で 検 討 段 階 の 本 件 不 開 示 情 報 を 公 に す る こ と で 要 ら

ぬ誤解 や憶 測を 生 み ,かえっ て都 市 計画決 定の 妨げ に なる

可能性 もあ り ,開 示によ り本 件再 開 発事業 に与 える 影 響は

不明確 であ る。 こ れらの 事情 に鑑 み ると ,現時 点で 本 件不

開示情報を開示 することの必要性・利益が大きいとはいえ

ない。従って ,公にすることの公益性が強いとはいえない。 

他方，本件不開示情報は事業の成立性の検証のために試

算され た実 施機 関 内部の みで の利 用 を想定 した ,市 の 機関

内 部 に お け る 検 討 及 び 協 議 に 関 す る 情 報 で あ る と い う 性

質を有する ところ，本件再開発事業は令和５年度の現時点

においても関係機関，関係権利者等との調整が進行中で都

市計画決定に至っていない。かかる未確定な情報を 不開示

とし ,意思決定の中立性等を保つ利益は大きい。  

以 上 の 開 示 す る こ と に よ る 利 益 と 不 開 示 に す る こ と に

よる利 益を 比較 衡 量した とき ,開 示 した場 合に 生じ る 適正

な 意 思 決 定 の 確 保 等 へ の 支 障 は 看 過 し 得 な い 程 度 の も の
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といえる。  

従って ,意 思決 定 の中立 性等 が「 不 当に」 損な われ る も

のといえる。  

  (ｵ) その他 ,審査請求人が主張する点については以下のとお

り考える。  

まず， 審査 請求 人 は ,本件不 開示 情 報は約 ７年 前に 試 算

された 数字 であ り ,今なお不 開示 と するこ とは 考え ら れな

いと主張する。  

しかし なが ら ,本 件再開 発事 業は 令 和５年 度の 現時 点 に

おいても関係機関，関係権利者等との調整が進行中で都市

計画決定に至っていない。７年が経過したことの一事をも

っ て 直 ち に 開 示 が 適 切 で あ る と い う 結 論 が 出 る わ け で は

ない。  

ま た ,審 査 請 求 人 は ,令 和 ２ 年 ９ 月 １ ５ 日 に 柏 市 議 会 本

会 議 で 議 員 の 質 問 に 対 し 柏 市 か ら 都 市 部 長 が 本 件 再 開 発

事業に関する 事業規模・補助金等について概算数字を挙げ

て答弁していると主張する。  

しかしながら，上記都市部長が答弁した 総事業費は，令

和 ２ 年 ７ 月 か ら ８ 月 に か け て 開 催 さ れ た 説 明 会 に お い て

準 備 組 合 が 当 時 の 見 込 額 と し て 概 算 で 示 し た 数 字 を 引 用

した数字に過ぎない 。また，補助金の金額は，その総事業

費 に 柏 市 市 街 地 再 開 発 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 で 定 め ら れ た

割合を掛け合わせた上限額の数字を述べたに 過ぎない。こ

れに対して，本件不開示情報は，準備組合にも知らされて

い な い 実 施 機 関 の 内 部 の み に お け る 検 討 及 び 協 議 に 関 す

る情報であるから，これら二つの数字の性質は異なってい

る。従って，令和２年９月の上記答弁の存在は，本件不開

示情報 を開示する根拠とはならない。  

また ,審査 請求 人 は ,住民自 治の 原 則を体 現し ,重 要 情報

に つ い て は き ち ん と 市 民 と 議 会 の 判 断 を 仰 ぎ な が ら 進 め

るべきと主張する。  

しかし なが ら ,住 民自治 の原 則は 憲 法 第９ ２条 の「 地 方

自治の本旨」に含まれる重要な 憲法上の原則であるが，住
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民 自 治 の 原 則 が 直 ち に 再 開 発 事 業 の 進 め 方 を 決 定 付 け た

り，本 件不 開示 情 報を開 示す る根 拠 にな る わけ では な い。

開示不 開示 の判 断 は ,条例の 不開 示 情報該 当性 によ り 判断

されるものである。  

以 上 よ り ,そ の 他 ,審 査 請 求 人 が 主 張 す る 内 容 は 開 示 の

根拠とはならない。  

  (ｶ) 以上により，本件不開示情報は，条例第７条第５号に該

当すると認められるため，不開示とすることが妥当である。 

 (3) 結論  

   以上検討したとおり，「１  当審議会の結論」のとおり判断す

る。  

６  審議会の処理経過  

当審議会の処理経過 は，別表のとおりである。  

 別表  

年  月  日  処  理  内  容  

令和  ５年  ２月２０日  諮問  

      ２月２８日  第 １ 回 審 議 （ 事 務 局 か ら 概 要 を

説明）  

      ３月２３日  審査請求人の反論書の収受  

      ３月２４日   第２回審議  

      ４月２５日   第３回審議  

      ５月３１日   第４回審議（審査請求人の意見陳   

述及び審議）  

      ７月１０日  第５回審議  

      ８月１６日  第６回審議  

      ９月２９日  第７回審議  

     １０月３０日  答申  

 


